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封
鎖
貨
幣
制
度
下
の

国
際
的
再
保
険

佐

波

£三?

J:!. 

卒

持
刷
持
管
理
が
閣
に
よ
り
時
に
よ
っ
て
多
様
左
る
内
容
を
も
っ

こ
と
は
胤
知
の
如
く
で
る
る
が
、

そ
の
う
ち
極
め
て
有
力
在
る

作
却
方
法
と
し
ご
封
鎖
貨
幣
ま
た
は
封
鎖
債
樺
の

制
度
が
あ

5
3
4
m凶
払
ノ

閥
内
の
信
用
機
関
に
外
国
人
の
債
権
主
封
鎖
L
f」

そ
の
使
肘
範
域
を
園
内
に
限
り
、
も
っ
て
、
そ
の
園
外
へ
の
持
出

を
禁
止
す
る
制
度
で
あ
る
。
主
と
し
て
、
中
欧
東
欧
諸
図
に
て

採
ら
れ
っ
、
あ
る
。
本
稿
は
ζ

の
封
鎖
貨
幣
制
度
が
再
保
険
の

闘
際
的
交
通
を
し
て
如
何
た
る
闘
係
に
置
か
じ
め
て
ゐ
る
か
を

考
察
し
ゃ
う
と
す
る
。
注
段
、

と
の
問
題
に
つ
い
て
は
‘
最
近

旨
・
の
さ
虫
E
Pロ
ロ
が
ト
目
。

-
2
5ロ
Nlγ
一
】
ユ
己
円
}
】
切
出
【
一
・
印
町
、
白
色
に

於
て
極
め
て
溺
切
な
る
論
文
を
護
表
し
て
居
り
、
本
稿
も
主
と

し
て
こ
れ
に
揚
っ
た
。

封
鎖
貨
幣
制
度
下
の
閣
際
的
再
保
険

七

第
四
十
七
巻

第
五
披
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封
鎖
貨
幣
制
度
下
の
園
際
的
再
保
険

封
鎖
貨
幣
制
度
の
布
か
れ
た
る
図
に
於
て
は
、
内
同
人
が
外

同
人
に
剥
し
て
内
閣
貨
幣
ま
た
は
外
岡
貨
幣
に
て
支
携
を
矯
さ

ん
と
す
る
と
き
嘗
局
の
許
可
を
要
す
る
。
而
し
亡
、
一
般
に
は
、

そ
の
園
外
支
携
は
品
目
止
せ
ら
れ
闘
内
支
携
と
い
ふ
形
式
を
採

る
。
乙
れ
や
一
時
保
仰
に
つ
い
て
一
一
日
へ
ば
、

先
る
芯
事
恥
干
型
羽
九

5
J
1
4
f
y
F
H
-

へ
封
鎖
貨
幣
制
凌
を
布
く
も
の
と
す
)

の
一
正
受
保
険
者
が
外
国
の
ヰ

保
険
者
に
再
保
険
料
を
支
排
は
ん
と
す
る
場
合
、

一
冗
受
保
険
者

は
、
自
図
の
矯
替
管
理
法
規
に
よ
っ
て
、
例
へ
ば
首
設
外
闘
再

保
険
者
の
圏
内
銀
行
防
定
に
、
こ
れ
を
椀
込
む
と
い
ふ
方
法
を

採
ら
ね
ば
友
ら
ね
。

か
く
て
、

こ
誌
に
、
外
園
再
保
険
者
は
A

聞
に
債
権
を
設
定
す
る
。
併
し

と
の
債
権
は
皐
純
友
る
債
権

で
は
な
い
。
自
由
底
分
を
許
さ
れ
た
る
債
権
で
は
な
い
。
営
該

震
替
管
理
聞
に
封
鎖
さ
れ
た
る
債
様
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

ゴ
1
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
が
一
九
三
同
年
三
月
十
八
日
附
「
大
蔵
省
決
議

事
項
」
に
於
て
、
「
内
同
保
険
曾
枇
ガ
再
保
険
ノ
矯
メ
ニ
梯
込
、
、
、

タ
ル
コ
ト
ニ
囚
リ
テ
生
ジ
タ
ル
外
協
保
険
ム
官
官
位
ノ
債
権
ハ
タ
ず

園
内
支
燐
ノ
震
メ
ニ
ノ
ミ
底
分
ス
ベ
キ
モ
ノ
ド
ス
」
と
す
る
如

き
で
あ
る
。

ニ1.

第
四
十
七
巻

七

一

第
五
競

か
く
し
て
、
形
式
的
に
は
、
外
岡
再
保
険
者
は
一
冗
受
保
険
者

よ
り
時
保
険
料
の
支
携
を
受
け
た
こ
と
L
友
る
が
、
そ
の
使
用

一
自
国
ま
た
は
他
外
国
に
於
け
る
保
険
金
損
害
填
補
金
等
の
支

が
w
V
凶
該
管
現
固
に
封
鎖
さ
れ
て
ゐ
る
た
め
に
.
と
れ
を
も
っ
て
、

l
j
こ
」
己
予
三

J
3

手
工

E
，ョ。

l
i
U
7
官
l
引
供
与
/
〈

Tc-4

-、
--A%、、四一、

4-LA人ミ

z
h一
日
方

t

?
汁
河

危
険
の
闘

際
的
平
均
の
た
め
に
起
り
た
る
閣
際
的
再
保
険
が
子
一
の
主
要
ヨ

的
を
喪
失
す
る
。

一
般
に
は
、
大
教
法
則
を
構
成
す
ぺ
き
な
廿
危

山
間
間
の
有
機
的
聯
繋
が
断
た
れ
る
。

こ
L
に
重
大
な
る
問
題
が

ひ
そ
む
。
と
の
場
合
、

一
部
の
人
々
は
、

「
或
る
固
に
帯
民
生
す

る
損
害
は
そ
の
閣
に
積
立
て
L
あ
る
園
内
債
権
で
も
っ
て
支
擁

ふ
こ
と
が
外
岡
再
保
険
者
に
可
能
で
あ
る
限
り
、

こ
の
潟
格
管

現
に
依
る
抑
止
は
再
保
険
者
の
粧
品
百
に
と
っ
て
憂
ふ
べ
き
で
は

な
い
。
」
と
、
然
観
す
る
。
が
併
し
、

こ
の
議
論
は
皐
に
一
閣
内

の
危
険
卒
均
の
み
に
清
目
す
る
に
過
ぎ
や
、
危
険
平
均
の
園
際

性
を
全
く
渓
却
し
て
ゐ
る
。
危
険
が
平
に
一
園
内
に
と
ピ
ま
る

と
き
に
は
、

そ
れ
が
如
何
に
多
数
集
め
ら
れ
た
り
と
す
る
も
、

損
害
経
過
は
大
か
れ
少
止
な
か
れ
単
一
的
傾
向
を
と
る
。
試
み
に

一
図
に
限
。
て
起
る
大
火
・
疫
病
・
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
ブ
等
の
大
損

GrO!"iSll1an口， a. a. O. Bu. 55，日.124・
Gro品 manr】， Bd. 55， S. 98. 
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害
に
つ
い
て
考
へ
よ
。

こ
の
翠
一
的
傾
向
よ
り
の
卒
均
破
壊
を

克
服
す
る
も
の
が
賓
に
図
際
的
再
保
険
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
右
の
や
う
に
債
権
の
闘
際
的
移
動
を
阻
害
す
る

封
鎖
貨
幣
制
度
は
、
危
険
を
特
に
周
一
際
的
に
平
均
し
ゃ
う
と
す

る
園
際
的
存
保
険
の
主
要
目
的
の
達
成
に
背
反
す
る
も
の
で
あ

る。
危
険
の
卒
均
は
必
宇
し
も
常
に
第
一
次
再
保
険
の
み
に
上
つ

て
は
十
分
ド
迷
せ
ら
れ
泣
い
っ
屡
々
第
二
失
a

第
三
次
・
:
・
再

保
険
削
ゆ
り
謂
は
ゆ
る
松
正
い
保
険
を
必
要
と
す
る
。

い
ま
、
他
の

保
件
に
し
て
同
一
と
す
れ
ば
、
再
保
険
が
第
二
次
・
第
三
次
と

多
数
の
段
階
を
経
過
す
れ
ば
す
る
ほ

E
危
険
は
よ
り
細
ぐ
分
割

せ
ら
れ
完
全
に
よ
り
近
き
平
均
が
得
ち
れ
る
。
而
る
に
、
封
鎖

貨
幣
制
度
は
と
の
複
再
保
険
の
成
立
を
も
妨
げ
る
。
事
情
は
か

う
で
あ
る
。
再
保
険
者
は
引
受
再
保
険
契
約
に
つ
き
更
に
複
再

保
険
し
ゃ
う
と
す
れ
ば
、
勿
論
、
複
再
保
険
料
を
支
携
は
ね
ば

左
ら
ね
。
而
し
て
、
複
再
保
険
料
は
再
保
険
者
が
元
受
保
険
者

よ
り
受
取
り
た
る
再
保
険
料
よ
り
支
曲
折
す
る
の
が
原
則
で
あ

封
鎖
貨
幣
制
度
下
の
国
際
的
再
保
険

る
。
と
こ
ろ
が
、
既
に
述
べ
た
や
う
に
、
矯
替
管
理
園
よ
り
丹

再
保
険
に
つ
い
て
は
そ
の
再
保
険
料
は
屡
・
4

首
設
筋
答
管
川
岡

の
圏
内
勘
定
と
し
で
封
鎖
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

再
保
険
者
は
再

保
険
料
を
将
む
と
と
を
得
十
他
の
財
源
よ
り
複
再
保
険
料
を
支

緋
し
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
、
と
れ
は
再
保
険
者
に
と
っ
て

は
必
や
し
も
常
に
望
、
ま
し
き
庭
却
で
た
〈
、
か
く
て
、
彼
は
複
再

保
険
に
よ
る
危
険
の
平
均
に
針
し
で
も
屡
々
治
鋭
的
と
な
る
。

と
と
ろ
が
、

ζ
L
A

で、

一
つ
の
使
訟
の
許
さ
れ
る
場
合
が
る

る
。
印
ち
、

封
鋲
貨
幣
制
度
の
下
に
於
け
る
債
棋
の
振
併
で
る

品
。
例
へ
は
、
偽
替
管
列
国
の
一
冗
受
保
険
者
A
K
劃
し
て
、
と
れ

と
再
保
険
関
係
に
立
つ
外
因
再
保
険
者
B
も
外
闘
複
再
保
険
者

C
も
、
共
に
、
封
鎖
債
様
を
も
っ
と
き
、

B
よ
り

C
へ
の
複
再

保
険
料
の
支
梯
を
、
封
鎖
さ
れ
た
る
各
々
の
勘
定
聞
の
振
科
移

柿
刊
に
よ
っ
て
行
ふ
と
一
一
一
回
ふ
方
法
で
あ
る
。
例
へ
ば
、

ポ

l
ラ
ン

ド
は
「
一
九
三
六
年
七
月
二
十
七
日
ポ
ー
ラ
ン
ド
翁
持
委
員
合

同
章
第
二
十
五
競
」
に
て
、
ー
外
岡
ニ
附
保
シ
グ
ル
再
保
険
一
一
ヴ

干
-
ア
ハ
、
川
作
風
ノ
再
保
険
者
ガ
ポ
ー
ラ
ン
ド
ノ
命
日
枇
一
一
債
権
ヲ

有
ス
ル
揚
合
-
一
ハ
、
許
可
ヲ
要
セ
ズ
シ
テ
、
ソ
ノ
債
権
ヲ
他
/

第
四
十
七
各

七

第
五
披



封
鎖
貨
幣
制
度
下
町
図
際
的
再
保
険

ポ
ー
ラ
ン
ド
保
険
合
吐
一
一
針
ス
ル
白
己
ノ
再
保
険
関
係
債
務
ノ

帥
肝
拙
何
ノ
偽
メ
並
ピ
ニ
他
ノ
外
図
再
保
険
者
ノ
有
ス
ル
封
鎖
助
定

へ
ノ
榊
込
/
鴻
メ
ニ
使
用
λ

ル
コ
ト
ヲ
俸
o
」
と
定
め
て
ゐ
る
。

X
-
t
、

出
古

と
れ
ら
の
指
紋
η
移
輔
の
自
由
は
寧
ろ
例
外
に
属
し
、

多
数
の
岬
納
得
管
却
一
凶
は
と
れ
な
禁
止
す
る
か
ま
た
は
認
可
制
度

枕
採
う
で
ゐ
お
以
態
で
あ
る
。
た
ほ
、
ま
ち
ん
ー
た
と
へ
板
椋
移

輔
が
自
由
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
皐
党
再
保
険
者
弘
被
再

保
険
者
も
共
に
営
斗
校
時
同
格
管
理
岡
に
封
鎖
勘
定
を
有
す
る
揚
合

の
と
と
で
あ
っ
て
、
若
し
複
再
保
険
者
が
常
該
管
瑚
閣
に
債
格

の
封
鎖
さ
れ
る
と
と
を
全
〈
欲
し
友
い
揚
合
に
は
、
再
保
険
者

と
し
て
は
複
再
保
険
へ
の
希
望
を
喪
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

四

封
鎖
貨
幣
制
度
の
下
に
於
て
は
一
般
に
、
圏
内
に
封
鎖
さ
れ

た
る
外
国
人
債
権
は
そ
の
圏
内
使
用
に
つ
い
て
許
可
を
必
要
と

す
る
。
即
ち
、
封
鎖
勘
定
底
分
認
可
制
で
あ
る
。
従
つ
で
、

の
と
き
は
、
営
局
者
の
裁
量
に
よ
っ
て
債
権
の
底
分
ま
た
は
使

途
の
許
否
が
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
、
他
方
、
法
律
に

よ
ワ
て
封
鎖
債
権
の
使
途
を
具
慌
的
に
明
示
し
て
限
定
す
る
国

第
四
十
七
巻

七

1m 

第
五
競

四

も
ち
る
。
そ
の
何
れ
に
す
る
も
、

と
の
際
問
題
と
友
る
の
は
封

鎖
債
権
の
使
途
が
判
明
め
て
狭
き
範
阿
に
限
定
さ
れ
る
と
と
で
あ

る
。
例
へ
ぽ
.
ル

1
7
ニ
ヤ
は
一
九
三
五
年
四
月
十
五

H
阿
一
外

閣
鴻
持
取
引
法
補
則
一
に
於
て
、
「
日
鎖
肋
定
ハ
、

レ
ウ
貨
表
示

一
テ
、
市
士
ノ
、
不
動
産
、

工
法
投
資

公
伯
仲
枇
情
。
株
式
"
共

他
小
川
償
訪
山
川
ノ
郎
入
中
川
ピ
ニ
ル
|

7

7

凶
立
銀
行
ガ
抽
出
メ
許

可
、
レ
タ
ル
報
酬
・
賃
銀
ノ
支
掛
ノ
錦
メ
-
一
佼
川
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」

と
し
て
ゐ
る
。

と
の
揚
合
に
は
、
外
岡
一
件
保
険
者
は
そ
の
封
鎖

債
権
P
一
世
該
d
M
替
管
理
閣
に
於
け
る
保
険
聞
係
支
捌
に
全
く
刑

ふ
る
と
と
を
得
友
い
。

か
く
し
て
、
そ
の
引
受
物
件
に
つ
い
て

損
害
が
護
生
す
る
と
き
に
は
彼
は
保
険
金
支
梯
の
た
め
に
新
に

首
該
管
理
闘
に
向
け
て
送
金
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
ね
。

と

L
に
於

て
、
保
険
金
は
保
険
料
よ
り
支
排
す
べ
し
と
す
る
保
険
経
替
の

一
般
原
則
に
逆
ふ
こ
と
L
な
る
。

こ

ま
た
、
右
の
場
合
と
は
反
針
に
、
外
図
再
保
険
者
の
封
鎖
勘

定
を
閣
内
の
保
険
関
係
文
排
以
外
に
は
一
般
に
禁
止
す
る
場
合

も
あ
る
。
例
へ
ば
、

オ
l
ス
ト
リ
ー
は
一
九
二
二
年
十
一
月

日
「
オ

1
ス
ト
り

l
国
立
銀
行
ヨ
リ
保
険
命
日
枇
聯
盟
へ
ノ
逝
迷
」

Gro:;smann， Bd. 56， S. 62. 
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に
於
て
、
「
外
国
再
保
険
者
ハ
、
国
立
銀
行
ノ
文
書
ヲ
以
テ
ス
ル

カ

封
鎖
勘
定
ヲ且
使ツ
問
ス閥
ノレ 内
コノ

ト保
ヲ険
得合
ス6Ji辻。
」ーマ、

とノ
規支
定 J弗
しノ
てホ

同
且
息
ナ
ク
シ
テ
ハ
、

ゐ
る
。

こ
れ
は
上
掲
の
ん

1
7
=
ヤ
の
規
定
の
如
〈
保
険
経
皆

の
根
本
原
則
に
は
ひ
H
E
〈
矛
盾
し
友
い
。
併
し
、
依
然
と
し
て
、

A
U
旧
該
矯
替
管
即
一
闘
内
に
使
念
を
限
定
し
た
る
駄
に
於
で
さ
き

に
説
明
し
た
る
危
隙
の
凶
際
的
平
均
を
阻
む
も
の
で
あ
り
、

ま
姑
く
き
れ
を
不
問
に
附
す
る
と
す
る
も
、
外
闘
再
保
険
者
の

日
開
内
勘
定
の
僚
記
佐
保
険
凶
係
文
沸
の
み
に
限
る
と
と
は
少
し

窮
屈
す
ぎ
る
。
保
険
事
業
に
あ
っ
て
は
保
険
料
積
茸
金
の
一
部

は
有
償
詮
雰
そ
の
他
安
全
有
利
友
る
物
件
陀
投
資
す
る
道
が
拓

か
れ
て
ゐ
な
く
て
は
左
ら
ね
。
従
っ
て

ォ
l
ス
ト
リ

l
の
右

の
規
定
を
も
っ
て
す
る
も
決
し
て
十
分
と
は
言
ひ
難
い
。

五

園
際
的
再
保
険
取
引
を
し
て
潟
替
危
険
か
ら
自
由
な
ら
し
め

る
可
能
的
最
善
の
救
済
手
段
は
、
再
保
険
契
約
貨
幣
を
し
て
一
疋

受
保
険
契
約
貨
幣
と
同
一
表
示
た
ら
し
め
る
と
と
で
あ
る
。
蓋

し
、
若
し
然
ら
や
し
て
元
受
保
険
貨
幣
と
再
保
険
貨
幣
と
が
異

封
鎖
貨
融
市
制
度
下
の
図
際
的
再
保
険

る
と
き
に
は
、
損
害
が
識
は
生
せ
る
際
に
、
一
花
交
保
険
者
の
元
受

保
険
契
約
者
へ
の
支
梯
と
再
保
険
者
の
一
冗
受
保
険
宥
へ
の
支
燐

と
の
聞
に
常
然
に
同
月
巷
危
険
が
入
っ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。

の
故
に
、
世
界
大
戦
以
後
、
諸
閣
に
於
け
る
貨
幣
制
度
の
混
乱

鴻
替
相
場
の
散
し
い
受
動
か
ら
試
練
を
受
け
た
る
保
険
業
者
た

ち
は
、
潟
替
危
険
か
ら
免
れ
る
ぺ
く
多
年
種
々
十
一
向
心
h
T
梯
っ
た

u、

の
ち
、
今
日
で
は
、
閣
際
的
再
保
険
取
引
に
於
て
は
一
般
的
傾

向
と
し
て
正
受
貨
幣
一
次
示
の
再
保
険
契
約
を
締
結
し
て
ゐ
る
。

市
川
又
辺
ヂ
」
、

吋
可
ノ
弘
司
紘
日
同
日
正
土
目
酔
時
々
こ
り
疋
乏
迂
鴇
長
一
号
斗
呆
品
目

一ノ
U
7
4
1
1
1
J
L
j
l
L
J
1
1
1
τ
〆

J
f
p

の
方
訟
を
採
る
の
を
担
否
す
る
。
蓋
し
、
封
鎖
貨
幣
制

f

肢
が
往

々
一
外
岡
人
の
闘
内
債
槽
を
し
て
営
該
時
崎
将
管
理
園
貨
幣
表
示
た

九

年
i¥ 
月
十
五
日
附
ー「

金
，、、
ン
ゲ、

闘ハ
スン

Yレカ'

命 リ
令S)

」の

古t ー

る
ぺ
〈
強
制
す
る
か
ら
せ
あ
る
。
例
へ
ば
、

そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
、
複
再
保
険
が
入
り
込
め
ば
事
情

は
更
に
複
雑
と
な
り
二
重
三
車
の
鴻
替
危
険
が
ひ
そ
む
。

と
の
意
味
の
潟
替
愈
険
に
つ
い
て
は
、
私
は
既
に
昨
年
本
誌

に
於
て
詳
細
に
取
扱
っ
て
居
る
。
従
っ
て
、
乙

L
で
は
説
明
を

省
〈
。
た
ピ
封
鎖
貨
幣
制
度
が
園
際
的
再
保
険
取
引
を
屡
々
矯

第
四
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七
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複
式
簿
記
法
の
惇
播

巷
危
険
に
曝
さ
し
め
る
と
一
一
一
日
ふ
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ピ
め

る。

プζ

以
上
、
封
鎖
貨
幣
制
度
と
岡
際
的
再
保
険
と
の
関
係
を
考
察

し
前
者
が
後
者
を
如
何
な
る
仕
方
で
阻
害
し
て
ゐ
る
か
を
明
か

R

-

J

i

f

」。

われ

T
L
4
r

-

〉

下

、

J
』

E
F
J
L

と
L
で
断
つ
で
置
く
べ
き
は
、

以
上
の

峠
叫
述
が
一
専
ら
保
険
経
緯
の
原
則
に
宣
つ
と
な
さ
れ
て
同
一
斗
、
の

似
の
主
裁
に
は
立
勺
て
ゐ
た
い
と
さ
一
回
ふ
と
と
で
あ
る
。

万二

来

銭
替
管
理
ま
た
は
封
鎖
貨
幣
制
度
は
、
そ
れ
白
鰭
、
間
際
収
支

の
均
衡
を
最
高
目
的
と
な
し
、

一
般
に
は
岡
際
商
取
引
の
阻
害

ム
」
い
ふ
姿
で
現
は
れ
る
。
従
っ
て
、
と
L

で
考
察
し
た
る
同
際

的
再
保
険
交
池
の
阻
害
の
如
舎
は
封
鋲
貨
幣
制
度
と
し
て
は
等

ろ
最
初
か
ら
強
期
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
、

そ
れ
の
営

然
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
併
し
、
本
稿
は

と
れ
ら
他
の
事
情

は
会
〈
考
へ
の
外
に
置
き
、
専
ら
保
険
に
闘
す
る
考
山
伐
と
し
て

封
鎖
貨
幣
制
度
を
取
扱
っ
た
。
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